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（公印省略） 

 

セルフメディケーション税制に関する啓発資材の周知について（依頼） 

 

日頃、本会活動に御理解、御協力をいただき厚くお礼申し上げます。 

さて、日本薬剤師会を含む関係団体は、別紙 1及び別紙 2のとおり標記啓発資材を作成

しました。 

この啓発資材は、日本薬剤師会から各薬局宛に「医薬情報おまとめ便」8月号に同梱し

て配布(手配りカード A4･1枚[両面刷])されるとのことです。 

つきましては、御多忙の中恐縮ですが、本啓発資材について貴会会員に御周知をくださ

いますようお願いします。 

また本啓発資材のほか本税制に関する資料が日本薬剤師会ホームページ上に掲載されて

いますので併せて御周知いただきますよう特段の御配慮をお願いします。 

 

〇「医薬情報おまとめ便」8月号に同梱される啓発資材 

セルフメディケーション税制カード（トンボ入り）（8枚綴り）【別紙 1･2】 

 

[参考]日本薬剤師会ホームページ(セルフメディケーション税制関連) 

https://www.nichiyaku.or.jp/pharmacy-info/system/document01.html 

（日本薬剤師会ホームページ ＞ 薬局関連情報＞ 販売制度・一般薬＞セルフメディケーション税制に関する資材・資料） 

 

 

 

〇問い合わせ先 

                     埼玉県薬剤師会 業務第一課(岡安) 

                        ℡ 048-827-0060 

https://www.nichiyaku.or.jp/pharmacy-info/system/document01.html





